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（公 印 省 略）  

登録教習機関等の登録に対する登録免許税の課税について   

所得税法等の一部を改正する払律（平成17年怯律第21号。以下「改正法」という。）  

により登録免許税法（昭和42年法律第35号）の一部が改正され、平成17年4月1  

日から労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づく登録教習機関、登録製造時  

等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関並びに作業環  

境測定法（昭和50年法律第32号）に基づく登録講習機関及び作業環境測定機関（以  

下「登録教習機関等」という。）の登録に対して登録免許税が課されることとなったと  

ころである。   

ついては、今回の改正の趣旨及び内容を十分に理解し、下記の事項に留意の上、その  

運用に遺漏なきを期されたい。また、今回の改正の内容について、関係機関への周知を  

図られたい。  

記  

第1 改正の趣旨  

平成17年度税制改正の要綱（平成17年1月1て日間議決定）において、「登録検  

査機関等の登録について、所要の措置を誇じた上、登録免許税を課税する。」とされた  

ことを踏まえ、登録免許税の一部を改正し、登録教習機関等の登録に対して登録免許  

税が課されることとなったものである。  

第2 改正の内容  

1 登録教習機関等の登録に対して一件当たり9万円の登録免許税が課されること（改  

正法第4条による改正後の登録免許税汝第2条並びに別表第1第29号の12及び1  

3関係）。   

2 登録免許税の課税に伴い、登録教習機関等（登録製造時等検査機関、登録性能検査  

機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関を除く。）の登録に対してこれまで徴収   



していた手数料が廃止されること（改正披附則第70条及び72条による改正後の労  

働安全衛生法第112条及び作業環境測定絵第49条関係）。  

3 公益絵人に係る改革を推進するための厚生労働省関係絵律の整備に関する抵律（平   

成15年娃律第102号。以下「公益故人改革法」という。）附則第5粂第2項及び第   

6条第2項の規定により登録を受けているものとみなされている登録教習機関等につ   

いては、公益故人改革絵の施行日以後に行う最初の登録の更新時に登録免許税が課さ   

れること（改正法附則第14粂第3項及び第4項関係）。  

第3 登録免許税の課税に伴う事務処理について  

登録申請者は、これまでの手数料の納付に係る収入印紙に代えて、登鱒免許税の納   

付に係る領収証書を登録申請書にはり付けて提出することとなり、領収証書を確認する   

こととするなど、登録に係る事務処理に変更があること。当該事務処理については、別  

に定めることとしたこと。  

参考資料 別添 登録免許税の課税後の登録に係る手数料等について   



芦画商  

登録免許税の課税後の登録に係る手数料等について   

平成17年4月1日から、①から④までの登録について登録免許税が課税さ  

れることとなる。この場合における登録教習機関等の登録に係る登録免許税及  

び手数料の取扱いは、以下のとおりとなる。   

① 登録教習機関（労働安全衛生法第14条、第61条第1項及び第75条第   

3項）の登録 

現  行   改 正 後   

手数料16，700（円）   登録免許税 90，000（円）   

② 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型   

式検定機関（労働軍全衛生法第38条第1項、第41条第2項、第44条第   

1項及び第44条の2第1項）の登録  

現  行   改 正 後   

手数料 36，300×事業所数＋9，了00  手数料 36，300×事業所数＋9，700   

（円）   （円）＋登録免許税 90，000（円）   

③ 登録講習機関（作業環境測定法第5条及び第44条第1項）の登録  

現．行   改 正 後   

手数料 20，900（円）   登録免許税 90，000（円）   

④ 作業環境測定機関（作業環境測定法第33条）の登録  

現  行   改 正 後   

手数料 39，600（円）   登録免許税 90，000（円）   

※ ①、③及び④については手数料が廃止されるが、②については登録免許税   

と手数料が併課される。  

※ なお、登録の更新については、手数料のみを醸す従来の取扱いに変更はな   

い。ただし、公療法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整   

備に関する法律（法律第102号。以下「公益法人改革法」という。）によ   

り登録を受けているものとみなされてし 

の施行日以後に行う最初の登録の更新については、登録と同じ取扱いとなる。   


